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昭
和
23
年
12
月
10
日
に
国
連
総
会
で
世
界
人

権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
、
毎
年

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

で
は
、
12
月
４
日
〜
10
日
を
「
人
権
週
間
」
と

し
て
各
種
の
人
権
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。
人

権
週
間
に
あ
た
り
、
人
権
は
自
分
と
同
じ
よ
う

に
他
の
人
に
も
あ
る
こ
と
の
理
解
を
深
め
、
互

い
に
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
豊
か
な
人
間
関
係

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

問 

水
戸
地
方
法
務
局　

人
権
擁
護
課

　

 

☎
０
２
９ 

― 

２
２
７ 

― 

９
９
１
９

　

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー

カ
ー
、
職
場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
、
女
性
を
め

ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
目

的
に
、
悩
み
を
も
っ
た
女
性
か
ら
の
相
談
に
応

じ
ま
す
。
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し
て

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
期　

日
】

　

11
月
18
日
（
月
）
〜
24
日
（
日
）

　
　

平
日
：
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

　
　

土
日
：
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

【
相
談
先
】

　

☎
０
５
７
０ 

― 

０
７
０ 

― 

８
１
０

　

水
戸
地
方
法
務
局

　

茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

問 

水
戸
地
方
法
務
局　

人
権
擁
護
課

　

 

☎
０
２
９ 

― 

２
２
７ 

― 

９
９
１
９

　

令
和
元
年
10
月
１
日
、
紫
村
洋
子
さ
ん
が
人

権
擁
護
委
員
に
新
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
３

年
間
で
す
。
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
、
人
権
擁
護
委
員
法
に
基
づ
き
人

権
に
関
す
る
様
々
な
相
談
の
受
付
や
人
権
啓
発

活
動
を
す
る
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
偶
数

月
の
第
２
木
曜
日
に
津
知
公
民
館
に
て
特
設
人

権
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

〈
相
談
無
料
・
予
約
不
要
・
秘
密
厳
守
〉

問 

市
民
課　

市
民
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
６
３ 

― 

１
１
１
１　

内
線
１
１
３

　

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主
が
毎
月
の
給
与
を

従
業
員
に
支
払
う
際
に
個
人
住
民
税
を
天
引
き

し
、
市
町
村
に
納
め
る
制
度
で
す
。

　

地
方
税
法
上
、
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し
て
い

る
事
業
主
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
む
全
て
の
従

業
員
か
ら
個
人
住
民
税
を
特
別
徴
収
す
る
よ
う

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

茨
城
県
及
び
県
内
全
市
町
村
で
は
、
納
税
者

間
の
公
平
性
の
確
保
、
納
税
者
の
利
便
性
の
向

上
の
観
点
か
ら
、
特
別
徴
収
の
実
施
を
徹
底
す

る
取
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
事
業
主
及
び
従

業
員
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
納
期
の
特
例
を
申
請
さ
れ
た
事
業
主
の
方

　

 

令
和
元
年
度
の
前
期
の
納
期
限
が
12
月
10
日

で
す
の
で
、
銀
行
・
郵
便
局
等
の
金
融
機
関

で
忘
れ
ず
に
納
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

※ 

源
泉
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
納

期
の
特
例
に
お
け
る
納
期
限
（
７
月
10

日
、
翌
年
１
月
20
日
）
と
個
人
住
民
税
に

お
け
る
納
期
の
特
例
で
は
、
納
期
限
が
異

な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問 

税
務
課　

税
務
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
６
３
―
１
１
１
１　

内
線
１
３
２
〜
１
３
４

　

潮
来
市
で
は
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
対

し
て
補
助
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の

機
会
に
、
お
住
い
の
耐
震
性
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※ 

被
災
し
た
建
築
物
が
安
全
か
ど
う
か
を
判
定

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
住
宅
】

　

① 

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
、

階
数
が
２
以
下
の
建
物

　

② 

併
用
住
宅
に
お
い
て
は
、
居
住
部
分
の
床

面
積
が
、
延
べ
面
積
の
２
分
の
１
を
超
え

る
建
物
で
あ
る
こ
と

　

③ 

丸
太
組
工
法
又
は
型
式
適
合
認
定
に
よ
る

プ
レ
ハ
ブ
工
法
以
外
の
建
物

　

④ 

違
法
建
築
物
以
外
の
建
物

　

⑤ 

こ
の
制
度
に
よ
り
耐
震
診
断
を
受
け
て
い

な
い
建
物

　

※ 

り
災
証
明
で
半
壊
以
上
の
住
宅
は
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

【
個
人
負
担
】
２
，
０
０
０
円

【
募
集
戸
数
】

　

４
戸
（
予
定
戸
数
に
達
し
次
第
締
切
）

【
募
集
締
切
】
11
月
29
日
（
月
）　

　

※
募
集
期
間
終
了
後
、
実
施
と
な
り
ま
す
。

【 

対 

象 

者
】
市
内
の
対
象
建
物
の
所
有
者
又

は
同
居
す
る
家
族
（
借
家
人
を
除
く
）

　

※ 

市
税
に
滞
納
が
あ
る
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。

【
必
要
書
類
】

　

① 

申
込
書（
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

　

②
り
災
証
明
書

　

③
完
納
証
明
書

　

※ 
建
築
年
月
日
の
確
認
で
き
る
書
類
が
あ
り

ま
し
た
ら
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
都

市
建
設
課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問 

都
市
建
設
課　

都
市
計
画
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
６
３ 
― 
１
１
１
１　

内
線
３
４
８

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

み
ん
な
で
築
こ
う 

人
権
の
世
紀

 

12
月
４
日
〜
10
日

　
　
　
　
「
第
71
回
人
権
週
間
」

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

　

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
の

　
　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

木
造
住
宅
耐
震
診
断
の

　
　
　

希
望
者
を
募
集
し
ま
す

行行  

政政  

情情  

報報
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国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
及
び
住
民
税

の
申
告
に
お
い
て
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
税
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
31
年
１
月

か
ら
令
和
元
年
12
月
ま
で
に
納
め
ら
れ
た
保
険

料
の
全
額
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ

た
保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。
ま
た
、
ご
家
族

（
配
偶
者
や
お
子
様
な
ど
）
の
負
担
す
べ
き
国

民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
も
、
併

せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
平

成
31
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
元
９
月
30
日
ま
で

の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
11
 

月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を

行
う
と
き
に
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
ま
た
は
領

収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
元
年
10

月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
初

め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ

は
、
翌
年
の
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

問 

水
戸
南
年
金
事
務
所

　

 

☎
０
２
９ 

― 

２
２
７ 

― 

３
２
５
１

　

妊
娠
に
関
す
る
様
々
な
相
談
に
応
じ
る
窓
口

で
あ
る
「
す
こ
や
か
妊
娠
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
」
を

利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
予
期
せ
ぬ
妊
娠
の
不

安
や
悩
み
、
妊
娠
中
の
生
活
面
で
の
心
配
な

ど
、
一
人
で
悩
ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
一
緒

に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

〈
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
〉

問 

茨
城
県
看
護
協
会

　

 

す
こ
や
か
妊
娠
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　

 

☎
０
２
９ 

― 

３
０
１ 

― 

１
１
２
４

　

 

平
日　

午
前
10
時
〜
午
後
６
時

　

 

Ｍ
ａ
ｉ
ｌ
：ninshin.hot@

ina.or.jp

○
保
険
証
を
使
え
る
の
は
退
職
日
ま
で
で
す

　

協
会
け
ん
ぽ
に
加
入
の
方
が
保
険
証
を
使
用

で
き
る
の
は
退
職
日
ま
で
で
す
。
ご
家
族
（
被

扶
養
者
）
の
保
険
証
も
同
様
に
、
本
人
（
被
保

険
者
）
の
退
職
日
の
翌
日
か
ら
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
家
族
が
就
職
等
に
よ
り

扶
養
か
ら
外
れ
る
場
合
は
、
扶
養
か
ら
外
れ
た

日
よ
り
保
険
証
が
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

退
職
さ
れ
る
場
合
や
扶
養
か
ら
外
れ
る
際
は
、

必
ず
保
険
証
を
会
社
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

協
会
け
ん
ぽ
茨
城
支
部 

業
務
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
０
２
９ 

― 

３
０
３ 

― 

１
５
８
２

○
健
康
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

協
会
け
ん
ぽ
は
、
加
入
者
の
ご
家
族
（
40
歳

〜
74
歳
の
被
扶
養
者
）
を
対
象
に
、
特
定
健
診

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
健
診
は
疾
病
の
予
防
や

早
期
発
見
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
頃

の
生
活
習
慣
を
見
直
す
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
り
ま

す
。
年
に
一
度
、
健
診
費
用
の
一
部
を
協
会
け

ん
ぽ
が
補
助
し
ま
す
の
で
、
今
年
度
ま
だ
受
診

し
て
い
な
い
方
は
必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

問 

協
会
け
ん
ぽ
茨
城
支
部 

保
健
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
０
２
９ 

― 
３
０
３ 

― 

１
５
８
４

　

誰
も
が
突
然
、
事
件
や
事
故
等
に
あ
う
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
被
害
に
あ
わ
れ
た
際
は
、
相

談
窓
口
や
最
寄
り
の
警
察
署
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
被
害
に
あ
わ
れ
た
方
や
そ
の
ご
家
族
に
対

す
る
、
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
あ
た
た
か
な
支
援

を
お
願
い
し
ま
す
。

問 

茨
城
県
行
方
警
察
署

　

 

☎
７
２ 

― 

０
１
１
０

　

 

茨
城
県
警
察　

性
犯
罪
被
害
相
談

　

 

「
勇
気
の
電
話
」
☎
♯
８
１
０
３ 

又
は

　

 

☎
０
２
９ 

― 

３
０
１ 

― 

０
２
７
８

　

発
注
者
は
、
延
べ
面
積
80
㎡
以
上
で
特
定
建

設
資
材
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
及

び
鉄
か
ら
成
る
建
設
資
材
、
木
材
、
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
を
用
い
た
建
物
の
解

体
工
事
を
す
る
場
合
、
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
の

届
出
が
必
要
で
す
。
な
お
、
解
体
工
事
を
行
う

に
は
、
自
主
施
工
を
除
き
、
建
設
リ
サ
イ
ク
ル

法
の
解
体
工
事
業
の
登
録
又
は
建
設
業
の
許
可

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

問 

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
届
出
に
つ
い
て

　
　

 

鹿
行
県
民
セ
ン
タ
ー
建
築
指
導
課

　
　

 

☎
０
２
９
１ 

― 

３
３ 

― 

４
１
１
４

 　

 

建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
解
体
工
事
業
の
登

録
に
つ
い
て

　
　

 

茨
城
県
土
木
部
検
査
指
導
課

　
　

 

☎
０
２
９ 

― 

３
０
１ 

― 

４
３
８
６

　

女
優
の
松
島
ト
モ
子
さ
ん
を
講
師
に
迎
え
る

講
演
会
、
お
も
ち
ゃ
の
か
え
っ
こ
や
段
ボ
ー
ル

迷
路
な
ど
の
子
ど
も
の
広
場
、
福
祉
バ
ザ
ー
、

展
示
即
売
会
な
ど
の
ほ
か
、
市
内
小
学
校
等
で

作
成
し
た
茨
城
国
体
応
援
旗
の
展
示
や
、
ボ
ー

ト
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
体
験
を
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
午
前
中
は
託
児
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ

て
い
ま
す
の
で
、
希
望
の
方
は
事
前
に
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

【
期
日
】
11
月
24
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

【
会
場
】
潮
来
公
民
館

○
講
演
会
に
つ
い
て

【
演
題
】
98
歳
の
母
と
暮
ら
し
て

　

〜
母
と
暮
ら
す
日
々
で
、
い
ま
私
が
思
う
事
〜

【
時
間
】
午
前
10
時
15
分
〜

問 

潮
来
市
社
会
福
祉
協
議
会

　

 

☎
６
３ 
― 
１
２
９
６

す
こ
や
か
妊
娠
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
よ
り

メ
ー
ル
相
談
を
始
め
ま
し
た

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
！

協
会
け
ん
ぽ
加
入
者
の
方
へ

11
月
25
日
〜
12
月
１
日
は

　
　
　

犯
罪
被
害
者
週
間
で
す

建
築
物
を
解
体
予
定
の
方
へ

第
19
回 

潮
来
市
社
会
福
祉
大
会

 

Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 

お
も
ち
ゃ
の
か
え
っ
こ 

開
催


